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HSBC プレミア・アカウント規定 一部変更のお知らせ 

 
 HSBC プレミアでは、HSBC プレミア・アカウントご利用の際にお客様よりご同意いただき

ますHSBCプレミア・アカウント各規定につきまして、2011年1月1日より、一部改訂いたしま

す。条文はHSBCプレミア規約集新旧対応表をご覧ください。お客様におかれましては、下記

の変更事項をご一読のうえ、ご理解・ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 ご不明な点等ございましたら、担当のリレーションシップ・マネジャーまたはコールセンタ

ー（0120-777-369、24時間365日）までお問合せください。 

今後とも末永くお取引賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 

 

2010年11月30日 

HSBCプレミア 

 

HSBC プレミア規約集 条文新旧対照表 
 

●2011年1月1日変更分 （下線部分が変更箇所） 

条項 改訂前 改訂後 

第1章第11条 

証券類の取扱

い 

１．小切手、手形、その他の証券類（以下「証券

類」といいます）は、当行が認める場合にのみ

預入れを行うことができるものとします。 

１．小切手、手形、その他の証券類（以下「証券

類」といいます）での預入れは、原則としてお取

扱いしません。但し、当行が特に認めた場合に

のみお取扱いすることがあります。 

第2章第2条 

証券類の受入

れ 

１．円普通預金口座では、現金のほか、当行の

認める証券類（以下同じ）による預入れを受け

ます。 

２．当行は、現金および証券類による預入れに

ついて、当該業務を行う当行国内支店にて取

扱います。ただし、当行または当行と提携して

いる金融機関の ATMより行うキャッシュカード

を使用した預入れについては、「第6章 HSBC

プレミア インターナショナル ･キャッシュカード

規定」によるものとします。 

１．円普通預金口座では、原則として、当行国

内支店の窓口での現金や証券類による預入れ

の取扱いはありません。 

２．当行または当行と提携している金融機関の 

ATM より行うキャッシュカードを使用した預入

れについては、「第 6 章 HSBC プレミア イン

ターナショナル ･キャッシュカード規定」による

ものとします。 

 

第2章第5条 

払戻し 

１．払戻しは、円普通預金口座の払戻業務を取

扱う当行国内支店の窓口において行うか、当

行または当行と提携している金融機関の ATM

を使用してキャッシュカードで払戻すか、また

はテレフォンバンキングもしくはインターネット

バンキング等の方法により他の口座へ振替え

るか、いずれかの方法によるものとし、次の各

号に従うものとします。 

１．払戻しは、原則として、当行または当行と提

携している金融機関の ATM を使用してキャッ

シュカードで払戻すか、または、当行国内支店

の窓口、テレフォンバンキングもしくはインター

ネットバンキング等の方法により他の口座へ振

替えるか、いずれかの方法によるものとし、次

の各号に従うものとします。 
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第3章第3条 

証券類の受入 

１．マルチカレンシー普通預金口座では、現金

（日本円および当行の認める外貨）のほか、当

行の認める証券類による預入れを受けます。 

２．前項の預入れについては、当該業務を取扱

う当行国内支店の窓口にて行います。なお、外

貨現金による入金の場合には、当行が別途定

める手数料をいただきます。 

マルチカレンシー普通預金口座では、原則とし

て、現金や証券類による預入れの取扱いはあ

りません。 

第3章第6条 

払戻し 

１．払戻しは、払戻業務を取扱う当行国内支店

の窓口において行う、または、テレフォンバン

キングもしくはインターネットバンキングにより

プレミア ･アカウントの各口座へ振替えるかい

ずれかの方法によるものとし、次の各号に従う

ものとします。 
 （①～③省略） 

１．払戻しは、当行国内支店の窓口、テレフォ

ンバンキングもしくはインターネットバンキング

により、他の口座へ振替える方法によるものと

し、次の各号に従うものとします。 

 （①～③省略） 

 

 ２．当行がお客様の指定により外貨現金にて払

戻しを行う場合には、「第 1 章 HSBC プレミア･

アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に従

って日本円または外国通貨にて同等の金額を

引落します。なお、外国通貨を現金にて払戻し

する場合、当行が別途定める手数料をいただ

きます。またかかる外国通貨の現金による払

戻しについては、お客様には 5 営業日前まで

に当行へ通知いただく必要があり、かつ、当該

通貨が入手可能である場合に限られます。 

 

２．【削除】 

 

 ３．前 2項にかかわらず、払戻しは、当行または

当行と提携している金融機関の日本国外に所

在する ATMを使用して、HSBCプレミア イン

ターナショナル・外貨キャッシュカードで払戻す

方法によることができるものとします。当行は、

ATMによる払戻請求については、その操作の

際に使用された暗証番号と、あらかじめ当行に

登録されている暗証番号とが一致した場合に

限り、これに応じます。なお、HSBCプレミア イ

ンターナショナル・外貨キャッシュカードの使用

については「第6章 HSBCプレミア  インター

ナショナル･キャッシュカード規定」に従うものと

します。 

３．第１項にかかわらず、払戻しは、当行または

当行と提携している金融機関の日本国外に所

在する ATMを使用して、HSBCプレミア イン

ターナショナル・外貨キャッシュカードで払戻す

方法によることができるものとします。当行は、

ATMによる払戻請求については、その操作の

際に使用された暗証番号と、あらかじめ当行に

登録されている暗証番号とが一致した場合に

限り、これに応じます。なお、HSBCプレミア イ

ンターナショナル・外貨キャッシュカードの使用

については「第6章 HSBCプレミア  インター

ナショナル･キャッシュカード規定」に従うものと

します。 

第4章第3条 

預入、最低預

入額、預入期

間および満期

日 

１．本定期預金は、現金またはお客様の円普

通預金口座もしくはマルチカレンシー普通預金

口座からの振替の方法によってのみ受入れま

す。なお、小切手、手形その他の証券類の取

扱いはありません。 

１．本定期預金は、お客様の円普通預金口座

もしくはマルチカレンシー普通預金口座からの

振替の方法によってのみ受入れます。なお、現

金および小切手、手形その他の証券類の取扱

いはありません。 
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第6章第6条 

ATM故障時の

取扱い 

 

１．停電・故障等により ATM での預入れができ

ない場合には、窓口営業時間内に限り、当行

所定の当行国内支店の窓口で、当行指定の方

法により、キャッシュカードを用いて円普通預

金口座に預入れをすることができます。なお、

提携先の窓口では、この取扱いはしません。 

２．停電・故障等により当行のATMによる払戻

しができない場合には、窓口営業時間内に限

り、当行がATM故障時等の取扱いとして定めた

金額を限度として、当行所定の当行国内支店

の窓口で、当行所定の払戻請求書に必要事項

を記入し、記名・押印（または署名）のうえキャ

ッシュカードとともに提出し、円普通預金の払

戻しをすることができます。なお、提携先の窓

口では、この取扱いはしません。 

【削除】 

 

第6章第29条 

ATM故障時の

取扱いに関す

る特則 

停電 ･故障等により、第26条の預入れができ

ない場合には、第6 条第1項に準じ、HSBCプレ

ミア インターナショナル・外貨キャッシュカード

を用いて、日本円現金により指定口座に預入

れをすることができます。 

【削除】 

第10章第5条 

証券類による

振込 

１．当行以外の金融機関にある受取人の預金

口座への振込の場合には、小切手その他の証

券類による振込資金、振込手数料の受入れは

しません。 

 

１．原則として、小切手その他の証券類による

振込資金、振込手数料の受入れはしません。

なお、当行が特に認めて証券類による振込み

が行われた場合には、第2項および第3項の規

定が適用されます。 

第10章第8条 

組戻し 

第1項第3号 

組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定

された方法により返却します。現金で返却を受

けるときは、当行所定の受領書に記名・押印

（または署名）のうえ提出してください。この場

合、当行所定の本人確認書類または保証人を

求めることがあります。 

組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定

された方法により返却します。この場合、当行

所定の本人確認書類または保証人を求めるこ

とがあります。 

 

 
 

 

 

 


